
（24）

高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の

成
年
後
見
相
談
会

問
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
ち
ぎ
支
部

　
撒
０
２
８
（
６
３
２
）
９
４
２
０

日
11
月
17
日（
土
）10
時
〜
15
時

所
栃
木
県
司
法
書
士
会
館

　（
宇
都
宮
市
幸
町
１
番
４
号
）

容
成
年
後
見
に
関
す
る
相
談

儡
無
料

相
談
方
法

　
面
談（
要
予
約
）ま
た
は
電
話
に
て

平
成
31
年
度
・
32
年
度
　
　
　
　

小
山
広
域
保
健
衛
生
組

合
入
札
参
加
者
資
格
審

査
の
申
請
に
つ
い
て
　

（
建
設
工
事
・
建
設
関
連
業
務
委
託
・
　

物
品
購
入
、業
務
委
託
等
・
回
収
資
源
）

問
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
政
策
課

　
撒
０
２
８
５（
22
）３
２
２
８

受
付
期
間

　
11
月
12
日（
月
）〜
30
日（
金
）

　（
必
着
。
土
日
祝
日
を
除
く
）

提
出
方
法
　
郵
送
（
郵
便
書
留
）

※
持
参
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

　
意
く
だ
さ
い
。

※
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
管
内
市

　
町
に
本
社
又
は
支
店
等
を
有
す
る

　
方
は
、
持
参
に
よ
る
提
出
も
で
き

　
ま
す
。

提
出
先

　
〒
３
２
３
‐
０
０
４
３

　
小
山
市
塩
沢
６
０
４

　
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
政
策
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宛

※
申
請
書
は
、
小
山
広
域
保
健
衛
生

　
組
合
政
策
課
窓
口（
無
料
）
又
は

　
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
の
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.city
.

　o
y
am
a.to
ch
ig
i.jp
/site/k

o
u

　ik
i/

）
に
て
入
手
で
き
ま
す
。

中
央
・
南
部
清
掃
セ
ン
タ
ー

ご
み
搬
入
日
の
変
更

問
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合

　
施
設
管
理
課
　

　
撒
０
２
８
５（
24
）３
１
９
４

　
中
央
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
小
山
市
塩

沢
５
７
６
‐
15
）
、
南
部
清
掃
セ
ン

タ
ー
（
野
木
町
南
赤
塚
１
５
１
３
‐

２
）
で
は
、
毎
月
第
２
・
第
４
土
曜

日
に
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
直
接
搬
入

を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
11
月
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
変
更
と
な

り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

×
通
常
開
場
日 

11
月
10
日（
第
２
土

　
曜
日
）・・・
搬
入
で
き
ま
せ
ん

○
変
更
開
場
日 

11
月
17
日（
第
３
土

　
曜
日
）・・・
搬
入
で
き
ま
す

※
11
月
24
日（
第
４
土
曜
日
）は
通
常

　
通
り
の
受
け
入
れ
と
な
り
ま
す
。

栃
木
県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校 

「
し
ら
さ
ぎ
祭
」

問
栃
木
県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

　
撒
０
２
８
２（
24
）７
５
７
５

日
11
月
17
日（
土
）

　
９
時
30
分
〜
14
時
30
分

所
栃
木
県
立
栃
木
特
別
支
援
学
校

　（
栃
木
市
皆
川
城
内
町
１
０
５
３
）

容
児
童
生
徒
に
よ
る
演
技
発
表
・
学

　
習
発
表
、
作
業
製
品
の
即
売
、
模

　
擬
店
等

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
　

「
働
き
方
」が
変
わ
り
ま
す

問
栃
木
労
働
局

　
撒
０
２
８（
６
３
３
）２
７
９
５

〜
２
０
１
９
年
４
月
１
日
か
ら
働
き
方

改
革
関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
ま
す
〜

　
労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応

じ
た
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る

社
会
を
実
現
す
る
働
き
方
改
革
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
長
時
間
労

働
の
是
正
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方

の
実
現
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な

い
公
正
な
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
よ
う
関
係
法
令
が
改

正
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
栃
木
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
働
き
方
改
革
関
連
法
関
係
」

（h
ttp
s://jsite

.m
h
lw
.g
o
.jp
/

to
ch
ig
i-ro
u
d
o
u
k
y
o
k
u
/

）
ま
で

住
宅
相
談
会
の
お
知
ら
せ

問
県
住
宅
課

　
撒
０
２
８（
６
２
３
）２
４
８
３

　
栃
木
県
で
は
、
住
宅
に
関
す
る
ご

相
談
（
住
宅
の
耐
震
対
策
、
空
き
家

の
利
活
用
、
既
存
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー

ム
、住
宅
購
入
時
の
登
記
手
続
、業
者

と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
）に
つ
い
て
、建

築
士
や
司
法
書
士
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

受
け
ら
れ
る
「
住
宅
相
談
会
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
11
月
16
日（
金
）13
時
〜
16
時

所
町
役
場
新
館
２
階
大
会
議
室

儡
無
料

そ
の
他

　
予
約
優
先
（
＊
事
前
予
約
を
お
勧

　
め
し
ま
す
。）

事
前
予
約
先

　
一
般
社
団
法
人
栃
木
県
建
築
士
協
会

　
撒
０
２
８（
６
３
９
）３
１
５
０

お知らせ
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